
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
　
抄

（
農
業
者
年
金
の
保
険
料
の
免
除
等
の
特
例
）

第
二
十
一
条
　
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生

が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
重
大
な
被
害

を
受
け
た
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
は
、

農
業
者
年
金
に
係
る
保
険
料
の
免
除
、
当
該
免
除
を
受

け
た
保
険
料
の
追
納
等
に
関
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
特
例
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
四
日
法
律
第
一
六

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
四
」
を
「
第

十
二
条
の
七
」
に
、
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十

五
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
六
十
二
条
の

五
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
二
章
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
に
二
項
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
三
章
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
五
十
二
条
の
二
を
第
五
十
二
条
の
三
と
し
、

第
五
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

五
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
条
の
次
に
二
条
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
六
十
条
の
三
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
六
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
六
十

二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
五
章
中
第
六
十
二
条
の

五
を
第
六
十
二
条
の
六
と
す
る
改
正
規
定
、
第
六
十

二
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
六
十
二
条
の

五
と
し
、
第
六
十
二
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
第
四
項
、
第
十
二
条

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

別
表
第
一
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
六
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）

及
び
第
二
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
略

三
　
略

（
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
十
六
条
　
施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
地
域
の
指
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
か

ら
同
条
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
消
毒
に
係
る
措
置

及
び
当
該
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
旧
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
地
域
の
指
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
当
該
指
定
の
解
除
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告
（
施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
勧
告
を
含
む
。
）

に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項

の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
勧
告
に
従
っ
て
家
畜
を
殺
し
た
こ
と
に
伴
う

旧
特
別
措
置
法
第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の

補
填
及
び
施
行
日
前
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家

畜
を
殺
さ
れ
、
又
は
施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
家
畜
を
殺
さ
れ
た
こ
と
に
伴

う
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
特
別
措
置
法
第
六
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却
（
施
行
日
以
後
に
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
焼
却

又
は
埋
却
を
含
む
。
）
に
係
る
同
条
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
る
費
用
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

６
　
施
行
日
前
に
都
道
府
県
知
事
又
は
家
畜
防
疫
員
が
旧

特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

に
よ
る
消
毒
（
施
行
日
以
後
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
消
毒
を
含
む
。
）
を
実

施
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
、
旧
特
別
措
置
法
第
六
条

第
七
項
又
は
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
特
別

措
置
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却

（
施
行
日
以
後
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
り
さ
れ
た
焼
却
又
は
埋
却
を
含
む
。
）
を
実
施

す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
並
び
に
旧
特
別
措
置
法
第
六

条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
填
及
び
同
条
第
十

項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
（
施
行
日
以
後
に
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
損
失

の
補
填
及
び
損
失
の
補
償
を
含
む
。
）
を
実
施
す
る
た

め
に
要
し
た
費
用
並
び
に
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ

る
焼
却
又
は
埋
却
を
行
っ
た
者
に
交
付
し
た
費
用
（
施

行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
費
用
を
含
む
。
）
に
係
る
旧
特
別
措
置

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

1


